
 京都市農業委員会規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和５年３月３０日 

京都市農業委員会会長 戸田秀司 

京都市農業委員会規則第２号 

   京都市農業委員会規則の一部を改正する規則 

 京都市農業委員会規則の一部を次のように改正する。 

第２０条第４項中「事務局長補佐又は」を削る。 

第２１条の表中段階の２「事務局長補佐」及び「課長補佐」を削り、表中の

下位番号を１ずつ繰り上げる。 

第２２条第３項を削り、下位の条項の番号を１つ繰り上げる。 

第２４条中「、事務局長補佐」を削る。 

  附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

（京都市農業委員会事務局） 

 


